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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが操作可能な操作部と、所定の表示を行う表示部と、を有し、
　ユーザを特定するユーザ識別情報、ユーザによる予約に応じてカラオケ装置でカラオケ
演奏されたカラオケ曲を特定するユーザ歌唱情報、及び、前記カラオケ曲のカラオケ演奏
に伴って生じるユーザとの所定の取引処理を表すユーザ取引履歴情報を含む個人用情報を
記憶したホストサーバに対し、ネットワークを介して通信可能に接続された、リモコン端
末であって、
　前記操作部の操作に基づき、第１ユーザ、及び、前記第１ユーザとは異なる第２ユーザ
、を含む、複数のユーザ毎の利用認証を前記ホストサーバとの間で行う利用認証手段と、
　前記利用認証において、前記ユーザに関する前記個人用情報をホストサーバから受信し
、前記第１ユーザに係わる前記個人用情報に基づき、前記表示部が前記第１ユーザに係わ
る閲覧画面を表示した状態において、前記操作部の操作に応じて、前記第１ユーザによる
前記カラオケ曲の予約を受け付ける予約手段と、
　前記予約手段で予約されたカラオケ曲がカラオケ装置でカラオケ演奏された際に、前記
第１ユーザの前記所定の取引処理の承諾を前記ホストサーバに対して通知するための承諾
通知手段と、
を有し、
　前記表示部で前記第１ユーザに係わる前記閲覧画面を表示した状態において、前記第１
ユーザにより前記所定の取引処理が承諾された際の前記カラオケ曲の歌唱情報を付与する
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対象者として、前記第２ユーザが指定されたときには、前記認証手段は、前記第２ユーザ
の利用認証を、前記ホストサーバとの間で行い、
　かつ、前記ホストサーバより配信された前記第１ユーザの前記個人用情報に含まれる前
記第１ユーザの前記ユーザ取引履歴情報を更新し、当該更新された前記第１ユーザの前記
ユーザ取引履歴情報を前記第１ユーザの前記ユーザ識別情報とともに前記ホストサーバへ
送信するとともに、前記ホストサーバより配信された前記第２ユーザの前記個人用情報に
含まれる前記第２ユーザの前記ユーザ歌唱情報を更新し、当該更新された前記第２ユーザ
の前記ユーザ歌唱情報を前記第２ユーザの前記ユーザ識別情報とともに前記ホストサーバ
へ送信するための、ユーザ情報送信手段
を設けた
ことを特徴とするリモコン端末。
【請求項２】
　カラオケ演奏を行うカラオケ装置と、ユーザが操作可能な操作部、及び、所定の表示を
行う表示部、を有するリモコン端末と、前記カラオケ装置及び前記リモコン端末に対しネ
ットワークを介して通信可能に接続されたホストサーバと、を有するカラオケネットワー
クシステムであって、
　前記ホストサーバは、
　ユーザを特定するユーザ識別情報、ユーザによる予約に応じてカラオケ演奏されたカラ
オケ曲を特定するユーザ歌唱情報、及び、前記カラオケ曲のカラオケ演奏に伴って生じる
ユーザとの所定の取引処理を表すユーザ取引履歴情報を含む個人用情報を記憶する、個人
用情報記憶手段を有し、
　前記リモコン端末は、
　前記操作部の操作に基づき、第１ユーザ、及び、前記第１ユーザとは異なる第２ユーザ
、を含む、複数のユーザの利用認証を前記ホストサーバとの間で行う利用認証手段を有し
、
　前記ホストサーバは、さらに、
　前記個人用情報記憶手段に記憶されている個人用情報のうち、前記利用認証がなされて
いる少なくとも１人の前記ユーザに関する個人用情報を、前記リモコン端末に配信する個
人用情報配信手段と、
を有し、
　前記リモコン端末は、さらに
　前記ホストサーバの前記個人用情報配信手段により配信された前記第１ユーザに係わる
前記個人用情報に基づき、前記表示部が前記第１ユーザに係わる閲覧画面を表示した状態
において、前記操作部の操作に応じて、前記第１ユーザによるカラオケ曲の予約を受け付
ける予約手段と、
　前記予約手段で予約されたカラオケ曲が前記カラオケ装置でカラオケ演奏された際に、
前記第１ユーザとの所定の取引処理の承諾を前記ホストサーバに対して通知するための承
諾通知手段とを有し、
　前記表示部で前記第１ユーザに係わる前記閲覧画面を表示した状態において、前記第１
ユーザにより前記所定の取引処理が承諾された際の前記カラオケ曲の歌唱情報を付与する
対象者としての、前記第２ユーザが指定されたときには、前記認証手段は、前記第２ユー
ザの利用認証を、前記ホストサーバとの間で行い、
　前記カラオケ装置は、
　１つ以上の前記カラオケ曲を記憶する演奏曲記憶手段と、
　前記リモコン端末の前記予約手段が受け付けた前記第１ユーザによるカラオケ曲の前記
予約に基づき、前記演奏曲記憶手段からカラオケ曲を読み出してカラオケ演奏するカラオ
ケ演奏手段と、
を有し、
　前記リモコン端末は、さらに、
　前記予約手段が前記第１ユーザより予約を受け付けた前記カラオケ曲の前記カラオケ演
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奏手段での演奏に伴い、前記個人用情報配信手段により配信された前記第１ユーザの前記
個人用情報に含まれる前記第１ユーザの前記ユーザ取引履歴情報を更新し、当該更新され
た前記第１ユーザの前記ユーザ取引履歴情報を前記第１ユーザの前記ユーザ識別情報とと
もに前記ホストサーバへ送信するとともに、前記個人用情報配信手段により配信された前
記第２ユーザの前記個人用情報に含まれる前記第２ユーザの前記ユーザ歌唱情報を更新し
、当該更新された前記第２ユーザの前記ユーザ歌唱情報を前記第２ユーザの前記ユーザ識
別情報とともに前記ホストサーバへ送信するための、ユーザ情報送信手段
を有し、
　前記ホストサーバは、さらに、
　前記リモコン端末の前記ユーザ情報送信手段から送信された前記第１ユーザの前記ユー
ザ取引履歴情報を前記第１ユーザの前記ユーザ識別情報に関連付けて前記個人用情報記憶
手段に記憶させるとともに、前記ユーザ情報送信手段から送信された前記第２ユーザの前
記ユーザ歌唱情報を前記第２ユーザの前記ユーザ識別情報に関連付けて前記個人用情報記
憶手段に記憶させる、記憶制御手段を有する
ことを特徴とするカラオケネットワークシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラオケネットワークシステムに用いられる、ユーザが操作可能なリモコン
端末及びカラオケネットワークシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、リモコンから自らのＩＤを用いてホストサーバへアクセスしてログイン認証
し、カラオケ曲を再生可能にするカラオケネットワークシステムが知られている。その際
、カラオケ曲の予約時において、自分のＩＤに他人のＩＤをも加えて予約することで、自
分のＩＤで予約した曲に他人のＩＤも対応付けて、個別に歌唱履歴を管理する技術が既に
提唱されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５０１８６号公報（図３（ａ）、図５、図７、図１１、
段落［００５５］［００５９］～［００６１］等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種のカラオケネットワークシステムで提供されるカラオケ曲の中には、ログイン認
証したユーザのために提供されるものであって、かつ、ユーザ側のポイント消費や課金等
、所定の取引処理が必要な特定のカラオケ曲が存在する。
【０００５】
　ところで、カラオケ演奏を楽しむユーザは、全員が上記の取引処理が可能なユーザであ
るとは限られない。ポイントや金銭の残高の不足等により、上記取引処理ができないユー
ザがいる場合もある。このユーザは、そのままでは上記の特定のカラオケ曲を歌唱するこ
とができない。
【０００６】
　これを回避するために、当該ユーザが、上記取引処理が可能な別のユーザに予約を依頼
する方法がある。しかしながらこの場合、曲の予約を行ったユーザと実際に歌唱したユー
ザとが異なり、予約したユーザが歌っていないにもかかわらず、予約したユーザの歌唱履
歴として情報が蓄積されてしまう。
【０００７】
　一方、前述の問題を回避する別の手法として、上記取引処理が可能な別のユーザが自ら
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の意志で上記取引処理ができないユーザへポイントや金銭残高を譲渡する方法もある。し
かしながらこの場合、カラオケネットワークシステムのホストサーバで、ユーザ間での金
銭残高やポイントのやり取りが必要になる。この場合、ユーザの許諾確認などセキュリテ
ィ度の高い通信が必要になるため、ホストサーバの負担が大きくなる。
【０００８】
　本発明の目的は、ホストサーバの負担を増大させることなく、所定の取引処理が必要な
カラオケ曲を当該取引処理ができないユーザが歌唱するとともに、当該ユーザの歌唱履歴
として記録することができる、リモコン端末及びカラオケネットワークシステムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、第１の発明のリモコン端末は、ユーザが操作可能な操作部
と、所定の表示を行う表示部と、を有し、ユーザを特定するユーザ識別情報、ユーザによ
る予約に応じてカラオケ装置でカラオケ演奏されたカラオケ曲を特定するユーザ歌唱情報
、及び、前記カラオケ曲のカラオケ演奏に伴って生じるユーザとの所定の取引処理を表す
ユーザ取引履歴情報を含む個人用情報を記憶したホストサーバに対し、ネットワークを介
して通信可能に接続された、リモコン端末であって、前記操作部の操作に基づき、第１ユ
ーザ、及び、前記第１ユーザとは異なる第２ユーザ、を含む、複数のユーザ毎の利用認証
を前記ホストサーバとの間で行う利用認証手段と、前記利用認証において、前記ユーザに
関する前記個人用情報をホストサーバから受信し、前記第１ユーザに係わる前記個人用情
報に基づき、前記表示部が前記第１ユーザに係わる閲覧画面を表示した状態において、前
記操作部の操作に応じて、前記第１ユーザによる前記カラオケ曲の予約を受け付ける予約
手段と、前記予約手段で予約されたカラオケ曲がカラオケ装置でカラオケ演奏された際に
、前記第１ユーザの前記所定の取引処理の承諾を前記ホストサーバに対して通知するため
の承諾通知手段と、を有し、前記表示部で前記第１ユーザに係わる前記閲覧画面を表示し
た状態において、前記第１ユーザにより前記所定の取引処理が承諾された際の前記カラオ
ケ曲の歌唱情報を付与する対象者として、前記第２ユーザが指定されたときには、前記認
証手段は、前記第２ユーザの利用認証を、前記ホストサーバとの間で行い、かつ、前記ホ
ストサーバより配信された前記第１ユーザの前記個人用情報に含まれる前記第１ユーザの
前記ユーザ取引履歴情報を更新し、当該更新された前記第１ユーザの前記ユーザ取引履歴
情報を前記第１ユーザの前記ユーザ識別情報とともに前記ホストサーバへ送信するととも
に、前記ホストサーバより配信された前記第２ユーザの前記個人用情報に含まれる前記第
２ユーザの前記ユーザ歌唱情報を更新し、当該更新された前記第２ユーザの前記ユーザ歌
唱情報を前記第２ユーザの前記ユーザ識別情報とともに前記ホストサーバへ送信するため
の、ユーザ情報送信手段を設けたことを特徴とする。
【００１０】
　本願第１発明においては、表示部に第１ユーザに係わる閲覧画面（いわゆる第１ユーザ
のマイページ）を表示した状態で、第１ユーザが操作部を適宜に操作することにより、予
約手段によってカラオケ曲の予約が受け付けられる。このとき、第１ユーザが操作部を適
宜に操作することにより、当該カラオケ曲のカラオケ演奏に際して生じる第１ユーザとの
所定の取引処理の承諾を、承諾通知手段が、ホストサーバに対して通知する。そして、当
該カラオケ曲の歌唱情報を付与する対象者として第２ユーザを指定すると、当該第２ユー
ザの利用認証が行われ、第１ユーザに対応付ける形での当該カラオケ曲の歌唱情報の付与
が許可される。なお、この利用認証の際、表示部が、一時的に第１ユーザに係わる閲覧画
面から第２ユーザに係わる閲覧画面に切り替えて表示するようにしてもよい。
【００１１】
　その後、カラオケ装置のカラオケ演奏手段により当該カラオケ曲が演奏される。その演
奏に伴い、ホストサーバから配信された第１ユーザの個人用情報に含まれる第１ユーザの
ユーザ取引履歴情報が更新され、第１ユーザのユーザ識別情報とともに、ユーザ情報送信
手段によってホストサーバへ送信される。またこのとき、ホストサーバから配信された第
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２ユーザの個人用情報に含まれる第２ユーザのユーザ歌唱情報も更新され、上記同様、ユ
ーザ情報送信手段によって、第２ユーザのユーザ識別情報とともにホストサーバへ送信さ
れる。
【００１２】
　これにより、ホストサーバは、上記のようにして更新して送信された第１ユーザのユー
ザ取引履歴情報を第１ユーザのユーザ識別情報に関連付ける形で記憶することができる。
また同様に、ホストサーバは、上記のようにして更新されて送信された第２ユーザのユー
ザ歌唱情報を第２ユーザのユーザ識別情報に関連付ける形で記憶することができる。これ
により、第１ユーザが予約したカラオケ曲の演奏に伴う、第１ユーザのユーザ取引履歴情
報の更新と、第２ユーザのユーザ歌唱情報の更新とを、実行可能となる。
【００１３】
　以上のようにして、本願第１発明においては、第１ユーザのユーザ取引履歴情報を用い
て、第２ユーザの歌唱情報を用いたカラオケ曲を演奏させるとともに、そのカラオケ曲に
ついての歌唱情報を第２ユーザの新たな歌唱情報へ反映して付与することができる。この
結果、何らかの事情により第２ユーザが自己のユーザ取引履歴情報を使用できない場合で
あっても、代わりに第１ユーザの同意を得て第１ユーザのユーザ取引履歴情報を用いるこ
とで、当該カラオケ曲の歌唱を楽しむことができ、しかもその歌唱に伴う歌唱情報を、第
２ユーザ自らに対して記録することができる。これにより、第２ユーザが楽しめるカラオ
ケ曲の幅が拡がるので、第１ユーザ及び第２ユーザへのサービス性を向上することができ
る。その際、第１ユーザの閲覧画面を表示した状態で第２ユーザの利用認証を行うことに
より、他のユーザによる無断なりすまし行為を確実に防止できる。また、複数のユーザど
うしでお互いのユーザ取引履歴情報の一部を移動処理したり交換処理する場合のような、
高度なセキュリティ確保を必要としないので、ホストサーバの負担を大きく増大させるこ
とがない。
【００１４】
　さらに、このように１人のユーザが他のユーザの承認を得ることで他のユーザのユーザ
取引履歴情報を利用可能とすることにより、システム全体におけるユーザ取引履歴情報の
活用が活発化するので、全ユーザによるサービス利用の活性化を促すこともできる。
【００１５】
　また上記目的を達成するために、第２の発明のカラオケネットワークシステムは、カラ
オケ演奏を行うカラオケ装置と、ユーザが操作可能な操作部、及び、所定の表示を行う表
示部、を有するリモコン端末と、前記カラオケ装置及び前記リモコン端末に対しネットワ
ークを介して通信可能に接続されたホストサーバと、を有するカラオケネットワークシス
テムであって、前記ホストサーバは、ユーザを特定するユーザ識別情報、ユーザによる予
約に応じてカラオケ演奏されたカラオケ曲を特定するユーザ歌唱情報、及び、前記カラオ
ケ曲のカラオケ演奏に伴って生じるユーザとの所定の取引処理を表すユーザ取引履歴情報
を含む個人用情報を記憶する、個人用情報記憶手段を有し、前記リモコン端末は、前記操
作部の操作に基づき、第１ユーザ、及び、前記第１ユーザとは異なる第２ユーザ、を含む
、複数のユーザの利用認証を前記ホストサーバとの間で行う利用認証手段を有し、前記ホ
ストサーバは、さらに、前記個人用情報記憶手段に記憶されている個人用情報のうち、前
記利用認証がなされている少なくとも１人の前記ユーザに関する個人用情報を、前記リモ
コン端末に配信する個人用情報配信手段と、を有し、前記リモコン端末は、さらに前記ホ
ストサーバの前記個人用情報配信手段により配信された前記第１ユーザに係わる前記個人
用情報に基づき、前記表示部が前記第１ユーザに係わる閲覧画面を表示した状態において
、前記操作部の操作に応じて、前記第１ユーザによるカラオケ曲の予約を受け付ける予約
手段と、前記予約手段で予約されたカラオケ曲が前記カラオケ装置でカラオケ演奏された
際に、前記第１ユーザとの所定の取引処理の承諾を前記ホストサーバに対して通知するた
めの承諾通知手段とを有し、前記表示部で前記第１ユーザに係わる前記閲覧画面を表示し
た状態において、前記第１ユーザにより前記所定の取引処理が承諾された際の前記カラオ
ケ曲の歌唱情報を付与する対象者としての、前記第２ユーザが指定されたときには、前記
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認証手段は、前記第２ユーザの利用認証を、前記ホストサーバとの間で行い、前記カラオ
ケ装置は、１つ以上の前記カラオケ曲を記憶する演奏曲記憶手段と、前記リモコン端末の
前記予約手段が受け付けた前記第１ユーザによるカラオケ曲の前記予約に基づき、前記演
奏曲記憶手段からカラオケ曲を読み出してカラオケ演奏するカラオケ演奏手段と、を有し
、前記リモコン端末は、さらに、前記予約手段が前記第１ユーザより予約を受け付けた前
記カラオケ曲の前記カラオケ演奏手段での演奏に伴い、前記個人用情報配信手段により配
信された前記第１ユーザの前記個人用情報に含まれる前記第１ユーザの前記ユーザ取引履
歴情報を更新し、当該更新された前記第１ユーザの前記ユーザ取引履歴情報を前記第１ユ
ーザの前記ユーザ識別情報とともに前記ホストサーバへ送信するとともに、前記個人用情
報配信手段により配信された前記第２ユーザの前記個人用情報に含まれる前記第２ユーザ
の前記ユーザ歌唱情報を更新し、当該更新された前記第２ユーザの前記ユーザ歌唱情報を
前記第２ユーザの前記ユーザ識別情報とともに前記ホストサーバへ送信するための、ユー
ザ情報送信手段を有し、前記ホストサーバは、さらに、前記リモコン端末の前記ユーザ情
報送信手段から送信された前記第１ユーザの前記ユーザ取引履歴情報を前記第１ユーザの
前記ユーザ識別情報に関連付けて前記個人用情報記憶手段に記憶させるとともに、前記ユ
ーザ情報送信手段から送信された前記第２ユーザの前記ユーザ歌唱情報を前記第２ユーザ
の前記ユーザ識別情報に関連付けて前記個人用情報記憶手段に記憶させる、記憶制御手段
を有することを特徴とする。
【００１６】
　本願第２発明のカラオケネットワークシステムは、カラオケ装置と、リモコン端末と、
ホストサーバとを備えている。ホストサーバの個人用情報記憶手段には、ユーザ識別情報
と、ユーザ歌唱情報と、ユーザ取引履歴情報とが、記憶されている。
【００１７】
　カラオケサービスの利用時には、リモコン端末の操作部が操作されることにより、リモ
コン端末の利用認証手段とホストサーバとの間で、第１ユーザ及び第２ユーザを含む複数
のユーザの利用認証（いわゆるログイン）が行われて、複数のユーザによるシステムの利
用が許可される。また、利用認証がなされたユーザに関する個人用情報が、ホストサーバ
の個人用情報配信手段からリモコン端末へ配信される。
【００１８】
　ここで、上記のようにして利用認証を済ませた第１ユーザ及び第２ユーザのうち、第１
ユーザが、自己のユーザ取引履歴情報を用いてカラオケ曲を演奏させ、そのカラオケ曲に
ついての歌唱情報を第２ユーザへ付与したいと意図する場合がある。このような場合には
、まず、リモコン端末の表示部に第１ユーザに係わる閲覧画面（いわゆる第１ユーザのマ
イページ）を表示した状態で、第１ユーザが操作部を適宜に操作することにより、リモコ
ン端末の予約手段が、第１ユーザによるカラオケ曲の予約を受け付ける。このとき、第１
ユーザが操作部を適宜に操作することにより、リモコン端末の承諾通知手段が、カラオケ
曲のカラオケ演奏に際して生じる第１ユーザとの所定の取引処理の承諾をホストサーバに
対して通知する。そして、リモコン端末において、当該カラオケ曲の歌唱情報を付与する
対象者として第２ユーザを指定すると、リモコン端末の利用認証手段とホストサーバとの
間で第２ユーザの利用認証が行われ、第１ユーザに対応付ける形での当該カラオケ曲の歌
唱情報の付与が許可される。なお、この利用認証の際、リモコン端末の表示部が、一時的
に第１ユーザに係わる閲覧画面から第２ユーザに係わる閲覧画面に切り替えて表示するよ
うにしてもよい。
【００１９】
　その後、カラオケ装置のカラオケ演奏手段により当該演奏曲が演奏される。その演奏に
伴い、ホストサーバから配信された第１ユーザの個人用情報に含まれる第１ユーザのユー
ザ取引履歴情報が更新され、第１ユーザのユーザ識別情報とともに、ユーザ情報送信手段
によってホストサーバへ送信される。またこのとき、ホストサーバから配信された第２ユ
ーザの個人用情報に含まれる第２ユーザのユーザ歌唱情報も更新され、上記同様、ユーザ
情報送信手段によって、第２ユーザのユーザ識別情報とともにホストサーバへ送信される
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。
【００２０】
　上記のようにして更新されて送信されてきた第１ユーザのユーザ取引履歴情報は、ホス
トサーバの記憶制御手段の制御により、第１ユーザのユーザ識別情報に関連付ける形でホ
ストサーバの個人用情報記憶手段に記憶される。またこのとき、同様に、上記のようにし
て更新されて送信されてきた第２ユーザのユーザ歌唱情報は、ホストサーバの記憶制御手
段の制御により、第２ユーザのユーザ識別情報に関連付ける形でホストサーバの個人用情
報記憶手段に記憶される。これにより、第１ユーザが予約したカラオケ曲の演奏に伴う、
第１ユーザのユーザ取引履歴情報の更新と、第２ユーザのユーザ歌唱情報の更新とが、完
了する。
【００２１】
　以上のようにして、本願第２発明においては、第１ユーザのユーザ取引履歴情報を用い
て、第２ユーザの歌唱情報を用いたカラオケ曲を演奏させるとともに、そのカラオケ曲に
ついての歌唱情報を第２ユーザの新たな歌唱情報へ反映して付与することができる。この
結果、何らかの事情により第２ユーザが自己のユーザ取引履歴情報を使用できない場合で
あっても、代わりに第１ユーザの同意を得て第１ユーザのユーザ取引履歴情報を用いるこ
とで、当該カラオケ曲の歌唱を楽しむことができ、しかもその歌唱に伴う歌唱情報を、第
２ユーザ自らに対して記録することができる。これにより、第２ユーザが楽しめるカラオ
ケ曲の幅が拡がるので、第１ユーザ及び第２ユーザへのサービス性を向上することができ
る。その際、第１ユーザの閲覧画面を表示した状態で第２ユーザの利用認証を行うことに
より、他のユーザによる無断なりすまし行為を確実に防止できる。また、複数のユーザど
うしでお互いのユーザ取引履歴情報の一部を移動処理したり交換処理する場合のような、
高度なセキュリティ確保を必要としないので、ホストサーバの負担を大きく増大させるこ
とがない。
【００２２】
　さらに、このように１人のユーザが他のユーザの承認を得ることで他のユーザのユーザ
取引履歴情報を利用可能とすることにより、システム全体におけるユーザ取引履歴情報の
活用が活発化するので、全ユーザによるサービス利用の活性化を促すこともできる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、所定の取引処理が必要なカラオケ曲を、当該取引処理ができないユー
ザであっても歌唱することができ、かつ、当該ユーザの歌唱履歴として記録することがで
きる。またその際に、ホストサーバの負担を増大させることがない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態のリモコン端末を備えたカラオケネットワークシステムの全
体構成を表す機能ブロック図である。
【図２】歌唱情報データベースの記憶内容の一例を表すテーブルである。
【図３】ポイント情報データベースの記憶内容の一例を表すテーブルである。
【図４】ポイント情報データベースの記憶内容の一例を表すテーブルである。
【図５】歌唱情報データベースの記憶内容の一例を表すテーブルである。
【図６】リモコン、カラオケ装置、歌唱情報管理サーバ、及びポイント情報管理サーバが
実行する制御手順を表すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００２６】
　図１を用いて、本実施形態のリモコン端末を備えたカラオケネットワークシステムの全
体構成を説明する。
【００２７】
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　図１において、カラオケネットワークシステム１は、カラオケ装置１００と、リモコン
端末としてのリモコン２００と、ホストサーバ５００とを有している。カラオケ装置１０
０及びリモコン２００は、カラオケルームＫＲに設置されている。ホストサーバ５００は
、主としてユーザの歌唱履歴等の歌唱情報を管理するための歌唱情報管理サーバ３００と
、ユーザが保有するポイント残高等のポイント情報を管理するためのポイント情報管理サ
ーバ４００と、を備えている。
【００２８】
　カラオケ装置１００とリモコン２００とは、例えばＬｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ（ＬＡＮ）等の無線又は有線のネットワークＮＷ１を介し、互いに情報送受信可能に
接続されている。また、カラオケ装置１００及びリモコン２００と、歌唱情報管理サーバ
３００及びポイント情報管理サーバ４００とは、上記ネットワークＮＷ１と、適宜のネッ
トワークＮＷ２とを介し、互いに情報送受信可能に接続されている。
【００２９】
　カラオケ装置１００は、制御部１０１と、再生部１０２と、表示部１０３と、音声出力
部１０４と、操作部１０５と、通信制御部１０６と、大容量記憶装置１０７と備えている
。
【００３０】
　大容量記憶装置１０７は、演奏曲記憶手段としての、例えばＨａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒ
ｉｖｅ（ＨＤＤ）から構成される。この大容量記憶装置１０７には、複数の演奏曲データ
等が記憶されている。なお、演奏曲データには、楽曲データであるＭｕｓｉｃａｌ　Ｉｎ
ｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＭＩＤＩ；登録商標）データ
、及び、映像データ等が含まれる。
【００３１】
　再生部１０２は、上記大容量記憶装置１０７に記憶された演奏曲データを用いてカラオ
ケ曲を再生する。音声出力部１０４は、例えばアンプやスピーカなどから構成される。こ
の音声出力部１０４は、上記再生部１０２によって再生されたカラオケ曲に係わる音声、
及び、図示しないマイクより入力された歌唱音声等を出力する。なお、上記再生部１０２
及び音声出力部１０４が各請求項記載のカラオケ演奏手段を構成する。
【００３２】
　表示部１０３は、例えば液晶ディスプレイなどから構成される。この表示部１０３は、
上記再生部１０２によって再生されたカラオケ曲に係わる動画、テロップ、及び静止画等
の映像を表示する。
【００３３】
　操作部１０５は、複数のキーやスイッチなどから構成される。通信制御部１０６は、リ
モコン２００や歌唱情報管理サーバ３００及びポイント情報管理サーバ４００との間で、
上記ネットワークＮＷ１,ＮＷ２を介し行われる情報通信の制御を行う。制御部１０１は
、カラオケ装置１００全体の制御を行う。
【００３４】
　リモコン２００は、ユーザが、カラオケ曲の選曲や予約等の各種操作を行うための操作
端末である。このリモコン２００は、制御部２０１と、表示部２０３と、操作部２０５と
、通信制御部２０６と、記憶装置２０７とを備えている。
【００３５】
　通信制御部２０６は、カラオケ装置１００や歌唱情報管理サーバ３００及びポイント情
報管理サーバ４００との間で、上記ネットワークＮＷ１,ＮＷ２を介し行われる情報通信
の制御を行う。
【００３６】
　記憶装置２０７は、例えば不揮発性メモリなどから構成され、各種情報を記憶する。こ
の記憶装置２０７には、各ユーザがログインした後に歌唱情報管理サーバ３００やポイン
ト情報管理サーバ４００から取得された、各ユーザのマイページに含まれる各種情報、す
なわち、歌唱情報やポイント情報等を記憶することができる。
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【００３７】
　表示部２０３は、例えば液晶ディスプレイなどから構成され、各種表示を行う。操作部
２０５は、複数のキーやスイッチなどから構成される。ユーザは、例えば表示部２０３に
おいて初期画面を表示した状態で上記操作部２０５を適宜に操作しログインすることによ
り、各ユーザ毎のマイページを表示させることができる。上記マイページには、当該ユー
ザの歌唱履歴等の歌唱情報と、ユーザが保有するポイント残高等のポイント情報が含まれ
ている。
【００３８】
　制御部２０１は、図示しないＣＰＵ及びＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリを備えている。この
制御部２０１は、ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ、ＲＯＭや上記記憶装置２０７に予
め記憶された各種プログラムを実行する。これにより、リモコン２００全体の制御を行う
。また、上記のようにログインした状態でユーザがカラオケ曲の歌唱を行うと、制御部２
０１は、前述のようにして取得されマイページに表示されている歌唱履歴に対し、当該歌
唱したカラオケ曲を追加する処理を行う。また、制御部２０１は、再生に際しポイントの
消費を伴う有料コンテンツについての、ポイント減算処理も行うことができる（詳細は後
述）。
【００３９】
　歌唱情報管理サーバ３００は、制御部３０１と、通信制御部３０２と、大容量記憶装置
３０３とを備えている。
【００４０】
　通信制御部３０２は、カラオケ装置１００やリモコン２００との間で、上記ネットワー
クＮＷ２,ＮＷ１を介し行われる情報通信の制御を行う。
【００４１】
　大容量記憶装置３０３は、例えばＨＤＤなどから構成される。この大容量記憶装置３０
３には、歌唱情報データベース３５０（後述の図２参照）が記憶されている。また、制御
部３０１は、歌唱情報管理サーバ３００全体の制御を行う。
【００４２】
　ポイント情報管理サーバ４００、上記歌唱情報管理サーバ３００と同様、取得制御部４
０１と、通信制御部４０２と、大容量記憶装置４０３とを備えている。
【００４３】
　通信制御部４０２は、カラオケ装置１００やリモコン２００との間で、上記ネットワー
クＮＷ２,ＮＷ１を介し行われる情報通信の制御を行う。
【００４４】
　大容量記憶装置４０３は、例えばＨＤＤなどから構成される。この大容量記憶装置４０
３には、ポイント情報データベース４５０（後述の図３参照）が記憶されている。また、
制御部４０１は、歌唱情報管理サーバ３００全体の制御を行う。
【００４５】
　図２に、上記歌唱情報データベース３５０の記憶内容の一例を示す。図２に示すように
、歌唱情報データベース３５０には、複数のユーザに係わる、各ユーザを特定するユーザ
識別情報であるユーザＩＤと、各ユーザのカラオケ曲の選曲操作に基づく各ユーザの歌唱
情報とが記憶されている。
【００４６】
　歌唱情報は、少なくとも、リモコン２００の制御部２０１より送信された、上記選曲し
たカラオケ曲の楽曲ＩＤと、選曲されたカラオケ曲が上記再生部１０２により再生され、
当該ユーザが歌唱した歌唱日時とを、備えている。なお、これら楽曲ＩＤや歌唱日時の他
に、歌唱情報として、ユーザが各楽曲を歌唱したときの採点結果の履歴を表す採点履歴情
報やその他の歌唱や楽曲に関する関連情報等を併せて記憶するようにしてもよい。
【００４７】
　図３に、上記ポイント情報データベース４５０の記憶内容の一例を示す。図３に示すよ
うに、ポイント情報データベース４５０には、複数のユーザに係わる、上記ユーザ識別情
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報であるユーザＩＤと、各ユーザのポイント情報とが記憶されている。
【００４８】
　ポイント情報は、各請求項記載のユーザ取引履歴情報を構成するものであり、少なくと
も、各ユーザ毎のポイント残高と、当該ポイント残高になったポイントの最終更新日時と
を、備えている。
【００４９】
　ここで、上記ポイントについて説明する。本実施形態においては、カラオケ装置１００
の大容量記憶装置１０７に記憶された演奏曲データの中には、予めユーザ側の金銭的な負
担すなわち課金を必要とする、いわゆる有料コンテンツが含まれている。このような演奏
曲データを再生して歌唱したいと思うユーザは、予め、例えば現金支払、クレジットカー
ド決済、電子マネー決済、プリペードカード購入等の金銭的決済を行うことで自らのポイ
ントを蓄積し保有しておく。これにより、当該ユーザがリモコン２００を用いて上記有料
コンテンツを選曲し再生したとき、演奏中の所定の段階（後述）で、当該保有しているポ
イントから上記油量コンテンツのためのポイント数（例えば１０ポイント）が消費され、
減算処理されるのである。なお、ポイント情報として、上記ポイント残高や最終更新日時
の他に、ポイントを消費した全履歴等の他の情報等を併せて記憶するようにしてもよい。
【００５０】
　なお、上記歌唱情報管理サーバ３００の歌唱情報データベース３５０に記憶された上記
歌唱情報と、上記ポイント情報管理サーバ４００のポイント情報データベース４５０に記
憶されたポイント情報とが、各請求項記載の個人情報を構成する。また、上記歌唱情報デ
ータベース３５０及びポイント情報データベース４５０が、個人用情報記憶手段を構成す
る。
【００５１】
　以上のような基本構成において、本実施形態の最大の特徴は、ポイントを保有しない（
ポイント残高が０である）ユーザであっても上記有料コンテンツを歌唱可能とし、かつそ
の歌唱履歴を当該ユーザの歌唱情報として記録できるようにしたことにある。以下、その
詳細を順を追って説明する。
【００５２】
　図６は、上記の機能を実行するために、リモコン２００、カラオケ装置１００、歌唱情
報管理サーバ３００、及びポイント情報管理サーバ４００が実行する制御手順を表すシー
ケンス図である。以下、前述のポイントを保有するユーザ（各請求項記載の第１ユーザ）
を「ユーザＡ」、ポイントを保有しないユーザ（各請求項記載の第２ユーザ）を「ユーザ
Ｂ」と称し、ユーザＢがユーザＡの保有するポイントを利用しつつ上記有料コンテンツを
歌唱する場合を例にとり、図６を参照して説明を行う。
【００５３】
　図６において、上記のような有料コンテンツのカラオケ曲（以下適宜、単に有料カラオ
ケ曲という）の歌唱を希望するユーザＢがユーザＡに依頼することで、まず、ユーザＡが
リモコン２００の操作部２０５を操作し、ログイン操作を行う。これにより、リモコン２
００が、ステップＳＲ１０において、ユーザＡのユーザＩＤ（例えば１）及びログインパ
スワードの入力を受け付ける。この入力は、リモコン２００の表示部２０３に適宜のアル
ファベットキーや仮名文字キー等を表示させて操作入力するようにしてもよい。あるいは
、リモコン２００に別途設けたＩＣリーダを用いて、ユーザＡの所有するＩＣカードや無
線タグから無線通信により情報を取得し直接読み取るようにしてもよい。
【００５４】
　上記ユーザＡのログイン操作により、ログイン要求がネットワークＮＷ１，ＮＷ２を介
し歌唱情報管理サーバ３００へ送られる。歌唱情報管理サーバ３００は、ステップＳＳ１
０において、上記ログイン要求に含まれるユーザＩＤ及びパスワードが、例えば、予め記
憶されたユーザ管理情報に含まれるユーザＩＤ及びパスワードの内容と合致するかどうか
を認証する。このユーザ管理情報は、歌唱情報管理サーバ３００の適宜の箇所、例えば大
容量記憶装置３０３に設けたユーザ管理データベース等に記憶されている。なお、上記ユ
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ーザ管理情報をカラオケ装置１００で取得しておき、リモコン２００からのログイン要求
を受けてカラオケ装置１００の制御部１０１が上記認証を行うようにしてもよい。
【００５５】
　上記ログイン要求に含まれるユーザＩＤ及びパスワードが、予め登録されものと合致し
たらステップＳＳ１０の判定が満たされ、歌唱情報管理サーバ３００が大容量記憶装置３
０３の上記歌唱情報データベース３５０に含まれるユーザＡの上記歌唱情報を読み出し、
ネットワークＮＷ２，ＮＷ１を介してリモコン２００へ送信する。先の図２に示した例で
は、ユーザＩＤが１であるユーザＡの歌唱情報には、例えば２０１０年３月１日１２：３
０における楽曲ＩＤ７８５のカラオケ曲の歌唱履歴と、２０１０年３月１日１２：５２に
おける楽曲ＩＤ６８４１のカラオケ曲の歌唱履歴とが含まれることになる。
【００５６】
　同様に、例えば上記認証ＯＫの通知を受けたポイント情報管理サーバ４００が、大容量
記憶装置４０３の上記ポイント情報データベース４５０に含まれるユーザＡのポイント情
報を読み出し、ネットワークＮＷ２，ＮＷ１を介してリモコン２００へ送信する。先の図
３に示した例では、ユーザＩＤが１であるユーザＡのポイント情報には、例えば２０１０
年３月１日１２：３２が最後にポイントを消費した日時であることと、その時点で残った
ポイント残高が１００ポイントあることとが、含まれることになる。なお、上記歌唱情報
管理サーバ３００による歌唱情報の送信と、ポイント情報管理サーバ４００によるポイン
ト情報の送信とが、各請求項記載の個人用情報配信手段として機能する。
【００５７】
　上記ユーザＡの歌唱情報及びポイント情報を受信したリモコン２００は、それらの情報
に基づき、ステップＳＲ２０において、表示部２０３に、ユーザＡの歌唱履歴やポイント
残高を含む閲覧画面、すなわちユーザＡのマイページを表示する。ユーザＡは、このよう
に表示された自分のマイページにおいて、適宜に操作部２０５を操作することによって選
曲画面へ移行した後、さらに適宜に操作部２０５を操作することによって、上記ユーザＢ
が歌唱を希望する、有料カラオケ曲を選曲する。リモコン２００は、ステップＳＲ３０に
おいて、ユーザＡの上記選曲予約を受け付け、対応する予約信号をネットワークＮＷ１を
介してカラオケ装置１００へ送信する。このステップＳＲ３０が、各請求項記載の予約受
付手段として機能する。
【００５８】
　カラオケ装置１００は、ステップＳＫ１０において、上記送信された予約信号を受信し
、対応する予約受信通知をネットワークＮＷ２を介してポイント情報管理サーバ４００へ
送信する。
【００５９】
　予約受信通知を受信したポイント情報管理サーバ４００は、ステップＳＳ２０において
、上記選曲された有料カラオケ曲に対応した課金の額、すなわち減算すべきポイントの値
（減算値）を決定し、ユーザＡのポイント残高と減算値とを比較し、ユーザＡのポイント
残高の数値が減算値の数値よりも小さい値でなければ（減算値を減算した後のポイント残
高が０(ゼロ）を下回らないならば）、当該課金の承諾要求をネットワークＮＷ２，ＮＷ
１を介してリモコン２００へ送信する。
【００６０】
　上記課金の承諾要求を受信したリモコン２００は、表示部２０３に対応する課金額（減
算されるポイントの値）を表示し、ユーザＡに対し、承諾するかどうかを促す。ユーザＡ
は上記課金の旨を了承すると、適宜に操作部２０５を操作して、課金のための課金パスワ
ードの入力を行う。これにより、リモコン２００は、ステップＳＲ４０において、ユーザ
Ａの当該課金パスワードを受け付ける。このパスワードは上記ログインパスワードと同一
でもよいし、別のものであってもよい。また、前述同様、アルファベットキーや仮名文字
キーの操作入力でもよいし、リーダによる読み取りでもよい。リモコン２００は、この課
金パスワードの入力に対応して、ユーザＡの承諾通知として機能する上記課金パスワード
の認証要求を、ネットワークＮＷ１，ＮＷ２を介しポイント情報管理サーバ４００へ送信
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する。なおこのステップＳＲ４０が、各請求項記載の承諾通知手段として機能する。
【００６１】
　ポイント情報管理サーバ４００は、ステップＳＳ３０において、上記課金パスワードの
認証要求に含まれる課金パスワードが、上記同様のユーザ管理情報に含まれるユーザＩＤ
及び課金パスワードの内容と、合致するかどうかを認証する。なお、前述と同様、リモコ
ン２００からの課金パスワード認証要求を受けてカラオケ装置１００の制御部１０１が上
記認証を行うようにしてもよい。
【００６２】
　上記課金パスワード認証要求に含まれる課金パスワードが、予め登録されものと合致し
たらステップＳＳ３０の判定が満たされ、課金情報管理サーバ４００（又は通知を受けた
歌唱情報管理サーバ３００でもよい）が、歌唱者特定要求をネットワークＮＷ２，ＮＷ１
を介してリモコン２００へ送信する。
【００６３】
　上記歌唱者特定要求を受信したリモコン２００は、その要求に基づき、表示部２０３に
、歌唱者を特定すべき画面表示（例えば「歌唱者を選んでください」のテキスト等でもよ
い）を表示する。ユーザＢは、当該表示を見て、自らを歌唱者として特定させるために、
上記ステップＳＲ２０以降のユーザＡのマイページ表示状態のままで、リモコン２００の
操作部２０５を操作することによって、ログイン操作を行う。すなわち、リモコン２００
は、ステップＳＲ５０において、ユーザＢのユーザＩＤ（例えば２）及びログインパスワ
ードの入力を受け付ける。この結果、上記ステップＳＲ２０におけるユーザＡのログイン
状態における、さらなるユーザＢのログイン、言い換えれば二重ログインへの操作となる
。なお、このログイン操作も、上記同様の操作入力若しくはリーダによる読み取りのいず
れでもよい。なお、前述のステップＳＲ１０と上記ステップＳＲ５０とが、各請求項記載
の認証手段として機能する。
【００６４】
　上記ユーザＢによるログイン操作により、ユーザＢのログイン要求がリモコン２００よ
りネットワークＮＷ１，ＮＷ２を介し歌唱情報管理サーバ３００へ送られる。歌唱情報管
理サーバ３００は、ステップＳＳ４０において、前述と同様、上記ログイン要求に含まれ
るユーザＩＤ及びパスワードが、上記ユーザ管理情報に含まれるユーザＩＤ及びパスワー
ドの内容と、合致するかどうかを認証する。なお、前述と同様、ユーザＢのログイン要求
を受けてカラオケ装置１００の制御部１０１が上記ユーザＢのログイン認証を行うように
してもよい。
【００６５】
　上記ログイン要求に含まれるユーザＢのユーザＩＤ及びパスワードが、予め登録されも
のと合致したら上記ステップＳＳ４０の判定が満たされ、歌唱情報管理サーバ３００が大
容量記憶装置３０３に記憶されていたユーザＢの上記歌唱情報を読み出し、ネットワーク
ＮＷ２，ＮＷ１を介してリモコン２００へ送信する。先の図２に示した例では、ユーザＩ
Ｄが２であるユーザＢの歌唱情報には、例えば２０１０年３月１日１２：３６における楽
曲ＩＤ１５０９のカラオケ曲の歌唱履歴と、２０１０年３月１日１２：４５における楽曲
ＩＤ１６１のカラオケ曲の歌唱履歴とが含まれることになる。
【００６６】
　同様に、例えば上記認証ＯＫの通知を受けたポイント情報管理サーバ４００が、大容量
記憶装置４０３に記憶されていたユーザＢの上記ポイント情報を読み出し、ネットワーク
ＮＷ２，ＮＷ１を介してリモコン２００へ送信する。先の図３に示した例では、ユーザＩ
Ｄが２であるユーザＢのポイント情報には、ポイント残高がない（０ポイントである）こ
とが、含まれることになる。
【００６７】
　上記ユーザＢの歌唱情報及びポイント情報を受信したリモコン２００は、それらの情報
に基づき、ステップＳＲ６０において、表示部２０３に、ユーザＢの歌唱履歴やポイント
残高を含む閲覧画面、すなわちユーザＢのマイページを表示する。このようにしてユーザ
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Ｂのマイページがリモコン２００の表示部２０３に表示されたことによって、上記課金承
諾済みの有料カラオケ曲の歌唱者として、ユーザＢが特定されたことになる。
【００６８】
　そして、カラオケ装置１００は、先の順番で予約された他のカラオケ曲の演奏及び歌唱
が終了し、ステップＳＫ１０において予約信号を受信済みの上記有料カラオケ曲の順番が
来たら、ステップＳＫ２０の判定が満たされてステップＳＫ３０に移る。ステップＳＫ３
０において、カラオケ装置１００は、上記有料カラオケ曲の演奏を開始する。すなわち、
当該カラオケ曲に係わる演奏曲データを大容量記憶装置１０７から読み出し、再生部１０
２で再生して音声出力部から出力を行う。ユーザＢはこの演奏開始により、マイクを持っ
て歌唱を楽しむことができる。
【００６９】
　その後、上記有料カラオケ曲の演奏途中の予め定められた適宜のタイミングが到来した
ら、ステップＳＫ４０の判定が満たされ、カラオケ装置１００は、ネットワークＮＷ２，
ＮＷ１を介して、リモコン２００に課金タイミングが到来した旨の通知を行う。
【００７０】
　上記通知を受けたリモコン２００では、ステップＳＲ７０において、制御部２０１が、
既に受信して一時的に記憶しているユーザＡのポイント値（図３の例では１００ポイント
）から、上記有料カラオケ曲に対応した分のポイント、例えば１０ポイントを減算し、新
たなユーザＡのポイント値とする。この結果、ユーザＡのポイント残高は上記１００ポイ
ントから９０ポイントに減ることになる（後述の図４参照）。その後、リモコン２００は
、上記９０ポイントへの減算処理に対応したユーザＡのポイント情報更新要求を、ネット
ワークＮＷ１，ＮＷ２を介し、ポイント情報管理サーバ４００へ送信する。
【００７１】
　上記ポイント情報更新要求を受けたポイント情報管理サーバ４００は、ステップＳＳ５
０において、大容量記憶装置４０３に記憶された上記ポイント情報データベース４５０の
ユーザＡの上記ポイント情報にアクセスし、当該ポイント情報データベース４５０のユー
ザＡのポイント値を更新する。前述の例に沿うと、図４に示すように、ユーザＡのポイン
トが１００から９０に更新される。
【００７２】
　その後、上記有料カラオケ曲の演奏が終了したら、ステップＳＫ５０の判定が満たされ
、カラオケ装置１００は、ネットワークＮＷ２，ＮＷ１を介して、リモコン２００に有料
カラオケ曲の演奏が終了した旨の通知を行う。
【００７３】
　上記通知を受けたリモコン２００では、ステップＳＲ８０において、制御部２０１が、
既に受信して一時的に記憶しているユーザＢの歌唱情報（図２の例では楽曲ＩＤ１６１の
履歴が最終歌唱履歴となっている）に対し、上記有料カラオケ曲に対応した歌唱履歴を追
加し、新たなユーザＢの歌唱情報とする。この結果、ユーザＢの歌唱履歴は上記有料カラ
オケ曲の分、１曲追加されることになる（後述の図５参照）。その後、リモコン２００は
、上記歌唱履歴の追加処理に対応したユーザＢの歌唱情報更新要求を、ネットワークＮＷ
１，ＮＷ２を介し、歌唱情報管理サーバ３００へ送信する。なお、前述のステップＳＲ７
０及び上記ステップＳＲ８０が、各請求項記載の、ユーザ情報送信手段として機能する。
【００７４】
　上記歌唱情報更新要求を受けた歌唱情報管理サーバ３００は、ステップＳＳ６０におい
て、大容量記憶装置３０３に記憶された上記歌唱情報データベース３５０のユーザＢの上
記歌唱情報にアクセスし、当該歌唱情報データベース３５０のユーザＢの歌唱情報を更新
する。前述の例に沿うと、図５に示すように、ユーザＢの歌唱情報が、楽曲ＩＤ４５４Ｓ
の上記有料カラオケ曲を２０１０年３月１日１３：００に歌唱した旨の履歴が追加された
状態に、更新される。
【００７５】
　なお、前述のステップＳＳ５０及び上記ステップＳＳ６０が、各請求項記載の記憶制御
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手段として機能する。
【００７６】
　なお、上記図６のシーケンスは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく
、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等を
してもよい。
【００７７】
　以上のように構成した本実施形態によれば、自己のポイント情報を使用できないユーザ
Ｂであっても、代わりにユーザＡの同意を得てユーザＡのポイント情報を用いることで、
ユーザＢは有料カラオケ曲の歌唱を楽しむことができ、しかもその歌唱に伴う歌唱情報を
、ユーザＢ自らに対して記録することができる。これにより、ユーザＢが楽しめるカラオ
ケ曲の幅が拡がるので、ユーザＡ及びユーザＢへのサービス性を向上することができる。
その際、ユーザＡのマイページを表示したユーザＡのログイン状態においてユーザＢの利
用認証を行うことにより、他のユーザによる無断なりすまし行為を確実に防止できる。ま
た、複数のユーザどうしでお互いのポイント情報の一部を移動処理したり交換処理する場
合のような、高度なセキュリティ確保を必要としないので、ホストサーバ５００の負担を
大きく増大させることがない。
【００７８】
　さらに、このように１人のユーザが他のユーザの承認を得ることで他のユーザのポイン
ト情報を利用可能とすることにより、システム全体におけるポイント情報の活用が活発化
するので、全ユーザによるサービス利用の活性化を促すこともできる。
【００７９】
　また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせ
て利用しても良い。
【００８０】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々
の変更が加えられて実施されるものである。
【符号の説明】
【００８１】
　１　　　　　　　　カラオケネットワークシステム
　１００　　　　　　カラオケ装置
　２００　　　　　　リモコン（リモコン端末）
　２０３　　　　　　表示部
　２０５　　　　　　操作部
　３００　　　　　　歌唱情報管理サーバ
　４００　　　　　　ポイント情報管理サーバ
　５００　　　　　　ホストサーバ
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